
第

二

百

三

十

二

号

令

和

三

年

九

月

十

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
市
町
村
振
興
貸
付
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

四
八
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四
八
七

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
課)

四
九
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

四
九
一

○
令
和
三
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施
に
つ
い

て
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
の
一
部
変
更

(
建
築
指
導
課)

四
九
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
学
校
支
援
課)

四
九
二

規

則

岐
阜
県
市
町
村
振
興
貸
付
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
百
七
号

岐
阜
県
市
町
村
振
興
貸
付
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
市
町
村
振
興
貸
付
金
貸
付
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

令
和
三
年
法
律
第
十
九
号)

第
二

条
第
一
項(

同
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
該
当
す
る
市
町
村

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
百
八
号

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
九
月
十
日



岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中｢

法
定
代
理
人｣

の
下
に｢

並
び
に
登
記
事
項
証
明
書
の
代
理
行
為
目

録
に
よ
り
当
該
請
求
の
代
理
権
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
保
佐
人
及
び
補
助
人(

以
下｢

法
定
代

理
人
等｣

と
い
う
。)｣
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中｢

法
定
代
理
人｣

を｢

法
定
代
理
人
等｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
テ
レ
ワ
ー
ク
(モ
バ
イ
ル
)
環
境
の
導
入
及
び
運
用
保
守
業

務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
５
月
21日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
７
月
１
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
11番
11号
名
古
屋
イ
ン
タ
ー
シ
テ
ィ

12階ネ
ッ
ト
ワ
ン
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
中
部
支
社

支
社
長
中
村
淳
一

６
落
札
金
額
93,060,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
課
デ
ジ
タ
ル
推
進
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事

業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
令
和
三
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

の
一
部
変
更
に
つ
い
て
の
一
部
変
更

令
和
三
年
七
月
六
日
号
外
一�
令
和
三
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施
に
つ
い

て
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
中
変
更
後
の
試
験
地
を
次
の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

令
和
三
年
九
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

変
更
前

二

試
験
地

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

岐
阜
市
長
良
福
光
二
六
九
五
―
二

長
良
川
国
際
会
議
場

設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
那
加
桐
野
町
五
―
六
八

東
海
学
院
大
学

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

各
務
原
市
那
加
桐
野
町
五
―
六
八

東
海
学
院
大
学

設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
那
加
桐
野
町
五
―
六
八

東
海
学
院
大
学

変
更
後

二

試
験
地
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佐
見
久
室
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

白

川

町

役

場

縦

覧

場

所

令
和

三
・

九
・
一
〇
か
ら

同

三
・
一
〇
・
一
二
ま
で

縦

覧

期

間



１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

岐
阜
市
長
良
福
光
二
六
九
五
―
二

長
良
川
国
際
会
議
場

設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

岐
阜
県
成
長
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

各
務
原
市
那
加
桐
野
町
五
―
六
八

東
海
学
院
大
学

設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

岐
阜
県
成
長
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
画
像
処
理
実
験
装
置
一
式
､
３
Ｄ
モ
デ
リ
ン
グ
実
習
装
置
及
び

Ｌ
Ａ
Ｎ
工
事
一
式
､
協
働
学
習
対
応
実
習
室
及
び
電
源
工
事
一

式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
６
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
７
月
29日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
吉
野
町
三
丁
目
８
番
地

株
式
会
社
エ
フ
ワ
ン

代
表
取
締
役
安
田
隆
夫

６
落
札
金
額
30,893,500円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
支
援
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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令
和
三
年
九
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


